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政策会議付議事案書（平成３０年２月１６日） 

                   提案課名 都市整備課 建設管理課 

                   報告者名 高橋 邦彦 内田 匡   

事案名 
鶴巻温泉駅南口広場整備事業に伴う鶴巻温泉駅施設整備の

区域拡大等について 

 有 

資料 

 無 

目
的

・
必
要
性 

鶴巻温泉駅南口周辺整備事業に伴う駅施設整備は、平成２７年に本市と

小田急電鉄株式会社との間で「鶴巻温泉駅南口広場整備事業等に伴う鶴巻

温泉駅施設の整備に関する施行協定」（以下、「施行協定」とする。）を

締結し、小田急電鉄株式会社により整備工事が着実に進められておりま

す。 

工事の執行に当たっては、施工方法や市発注工事との調整を行い、夜間

工事や線路軌道からの作業期間の短縮等、より効率的な施工方法を用いて

工事費の縮減等を図っており、最終年度となる平成３０年度に向け、小田

急電鉄株式会社により施工費用の精査をしたところ、施行協定に定める概

算工事費を下回る見込みとなりました。 

小田急電鉄株式会社とは、駅を中心としたまちづくり等に関し、相互の

付加価値を高めるために連携協定を締結しております。 

その連携協定の趣旨を生かすため、協議の結果、駅施設の魅力や駅利用

者の利便性の向上を図ることができ、地元要望の強い北口駅前広場への歩

行者用動線の改善のため、当初協定負担額の範囲内で鶴巻温泉駅施設整備

の区域を拡大するものです。 

経
過

・
検
討
結
果 

１ 経過 

平成２４年１０月 「鶴巻温泉駅南口周辺の整備方針」を決定 

平成２４年１２月  小田急電鉄㈱と「基本協定」を締結 

平成２７年 ７月 「施行協定に関する負担割合」を政策会議で決定 

平成２７年 ９月 「鶴巻温泉駅南口広場整備事業等に伴う鶴巻温泉駅施

設の整備に関する施行協定」を締結 

平成２９年 ８月 「小田急小田原線沿線まちづくりの推進に関する連携

協定」（以下、「連携協定」とする。）を締結 

平成２９年１０月 小田急電鉄㈱より鶴巻温泉駅施設整備の区域を拡大す

る旨の提案を受け市内部で協議する。 

２ 検討結果 

 執行方法、鶴巻温泉駅北口周辺整備の内容、協定期間の延長等について

関係課と調整を図った結果、連携協定の趣旨を生かし、駅北口改札口周辺

の再整備及び地元要望の強い北口駅前広場バス乗降場までの歩行者用屋根

の設置を実現するため、小田急電鉄との施行協定の一部変更を行い、当初

施行協定で定めた本市事業費を上限とするとともに、負担割合を変更せず

実施可能な整備を行うものとします。 

議題 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

「鶴巻温泉駅南口広場整備事業に伴う鶴巻温泉駅施設の整備に関する施行

協定」に定める事業範囲の拡大等について 

１ 追加整備箇所について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 施行期間の延伸について 

  当初 平成３０年９月３０日まで 

  変更 平成３１年３月３１日まで 

３ 事業費について 

 当初施行協定により定めた費用負担割合で負担額を定めるとともに、本

市が負担することとした協定額を上限とする。 

    

今
後
の
取
扱
い 

平成３０年３月 小田急電鉄と変更施行協定を締結(事業範囲、施工期間) 

平成３０年４月 部長会議にて報告 

   〃     市議会議員への報告 

〃    鶴巻温泉駅施設北口周辺整備事業の着工（小田急電鉄） 

平成３１年３月 鶴巻温泉駅施設北口周辺整備事業の完了（小田急電鉄） 

 

 

拡大範囲  


















